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再開発法とＰＦＩ法整合がカギ 

ＢＴＯで条件クリア 
 
全国初となる国分寺市の再開発事業へのＰＦＩ（ブライベート・ファイナンス・イニシ
アチブ）導入の取組みが注目を集めている。特定建築者制度との整合性などクリアすべき
課題は残っているが、これが可能となれば、再開発事業の進捗のカギを握る保留床問題を
一気に解決する手法としてほかの自治体にも波及しそうだ。実際に同市以外のいくつかの
自治体も、国に再開発へのＰＦＩ導入を要望しており、財政難にあえぐ自治体にとって新
たな手法となりそうだ。 
西国分寺駅東地区市街地再開発事業は、都市基盤整備公団施行のプロジェクトのため、
当初、市は保留床を取得することで公益ホールを整備しようと考えていた。しかし、その
過程でＰＦＩ法が成立。ひっ迫する財政状況下で効率的に社会資本整備を進める手段とし
てＰＦＩ導入を模索することにした。 
今回の場合は施行区域の大部分を公団が所有している。ＰＦＩを導入するには公的機関
が土地を所有している必要があるため、市はこの前提条件を満たすことを考え、その方法
として都市再開発法の特定建築者制度に着目した。同制度は市街地再開発事業で建設する
建築物を施行者以外の第三者が建設する制度で、複数の施設建設を伴う大規模事業に民間
資金を活用するケースで広く使われている。 
特定建築者には、民間デベロッパーのほか自治体などの公的機関がなることも可能だ。
このため、市は自らが特定建築者となり、土地の権利を取得することでＰＦＩを導入でき
ないか可能性を探ってきた。市は日本ＰＦＩ協会を通じて建設省（現国土交通省）に打診。
その結果、建設省から「ＢＯＴ方式（建設・運営・譲渡）は都市再開発法になじまないが、
ＢＴＯ方式（建設・譲渡・運営）なら大丈夫なのではないか」との回答を受け、アドバイ
ザリー業務の選定に踏み切った。 
国の担当者は「ＢＯＴだと民間が施設を建てて所有することになる。これは結果的に民
間が特建者になるのと同じで、そうなれば、わざわざ市を特建者として選ぶことに矛盾が
生じる。特建者の選定と併せて民間事業者を選べばいいのではないか、という批判が起こ
りかねない」と理由を説明する。 
しかし、国は特建者とＰＦＩ事業者を一括で選ぶ方式について否定する気はないようだ。
国の基本的なスタンスは「法律に接触しなければ、ＰＦＩ事業者となる特建者を一度に選
んでも大丈夫だと思う。再開発とＰＦＩを併用するのであれば、同時期に選ぶ方が一般的
だ」と話す。つまり、今回のケースは公団施行区域内であるという特殊な事情と市が資金
調達の面を考慮して、まず特建者になることを望んだ市の意向を踏まえて、国として「Ｂ
ＴＯなら大丈夫だ」という見解を出したのだそうだ。 
また、市はＢＴＯだと施設建設後に民間から建物の引き渡し（譲渡）を受けるため、同
制度で規程している「施設建築物は特建者が取得しなければならない」とする条件を満た
すことができると判断。逆に「ＢＯＴだと民間が建物を所有することになる。そうなると
長期の事業期間を設定するＰＦＩで、割賦方式によって契約期間満了後に施設を譲り受け
ることは取得条件として認められないのではないか」と考える。 
ＢＴＯの場合も施設建設費と事業期間までの維持管理費などを加えたトータルコスト
を割賦方式で支払っていくことになるが、これに対して市は、施設完成後に民間から建物
を譲り受けるため、最終的に行政が土地と建物の両方を取得することになるとして、起債
制限などの問題がクリアできるのではと考えている。 
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しかし、再開発法では、「特建者は特定建築物を建築しなければならない」とある。こ
れは読み替えると「建築費は特建者が負担しなければならない」ということだ。ＢＯＴに
せよＢＴＯにせよＰＦＩは民間が建設費を持ち出すことになる。施工能力を持たない特建
者が発注というかたちで特建者以外の者に施工を任せることは通常行為だが、特建者以外
の者に資金を出させて施設を建設した例は過去にない。 
これについて市は、施設完成後に民間から建物を譲渡してもらうことで、制度上の問題
点がクリアできると考えている。つまり、割賦方式によって支払行為が伴うため、これを
再開発法で建築行為と見なすことができるのではないかと考えている訳だ。 
仮に譲渡の際の金銭の授受が建築行為と見なせても、それは再開発法での課題がクリア
しただけといえる。建築行為として見なすということは、つまりそれは従来の発注行為と
同等に扱うということである。民間資金の活用が大前提となるＰＦＩをめざしているにも
かかわらず、発注という疑念が入ってくるのは疑問が残る。都市再開発法とＰＦＩ法とを
整合させるスキームづくりが今後の課題となってくるだろう。 
市はＰＦＩの導入に向けて、これまで二つの方法を考えていた。一つはまず最初に自ら
が特建者となってＰＦＩ事業者を選ぶという今回の方法。もう一つはさきにも述べたＰＦ
Ｉ事業者となる特建者を一括して選ぶ手法だ。 
特建者制度での特建者の選び方は、対象となる特建者が公的機関の場合は特命で決める
ことができ、民間の場合は公募することになっている。このため、第一の方法では再開発
の施行者である公団が権利返還計画認可後にしに特命で特建者として選び、市がＰＦＩ事
業者を公募によって審査する方法が考えられていた。 
二番目の方法は市と公団が連名で特建者を公募により選び、そこで特建者となったもの
をＰＦＩ事業者にするという考えだ。しかし、この場合、土地の権利が民間に移ることか
ら、公的機関が土地を所有していなければならないとするＰＦＩの基本に反することにな
る。この対策として、市は特建者（ＰＦＩ事業者）の選定後か事業者が施設を完成させた
後に所有権を移すことを考えていたようだ。今回はこの方法が見送られることになったが、
ある意味で公団はＰＦＩ事業者のような立場であるため、同事業で連名方式による方法が
採用されれば、そこでまた新たな矛盾も生じていたかも知れない。 
審査方法については、民間の特建者を選ぶ際は公募段階で資金力・技術力・管理運営能
力・土地代・建築計画などを審査することになっている。特建者制度を使う際は当初計画
の内容に沿った建物をつくる必要があるため、市は都市計画決定時の範囲内で民間から提
案を求めることを考えていた。また、ＰＦＩではＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）の
概念を打ち出す必要がある。これには、市が単独でホールを建設した時にかかる費用や保
留床取得者として公団から床を買い取った場合の金額を従来方式と見なし、それに対して
民間からＶＥ（バリューエンジニアリング）提案を受ける方法を想定。現時点では前者を
従来方式と見なす方法が検討されている。 
いずれにせよ今回のケースが認められれば、再開発事業のカギを握る保留床問題を解決
する有効な手段となり、ほかの自治体に波及するのは時間の問題だろう。 
再開発に詳しいある担当者は「国分寺市の場合は計画途中からＰＦＩ導入を検討し始め
たが、構想段階からあらかじめ導入を検討し、計画を組み立てていけば、事業化までに長
期を要する再開発のスピードアップも図られる」と指摘。法制度上の規制でがんじからめ
になっているＰＦＩに対する地方からの挑戦と見ることもできよう。 


